
大学の認証評価制度について 

 
１ 法上の位置づけ 

・ 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところに

より、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について

自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。（学校教育法第６９条の

３第１項） 
・ 大学は前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令

で定める期間（※政令において「７年以内」と規定）ごとに、文部科学大臣の認証

を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)
を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由が

ある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでな

い。（学校教育法第６９条の３第２項） 
 
２ 財団法人大学基準協会における認証評価期間 

  財団法人大学基準協会の「加盟判定審査と相互評価に関する規程」により、最初の認

証評価期間は５年間となっており、以後の認証評価期間は７年ごとに行うこととなって

いる。 
 平成１９年度より、財団法人大学基準協会の認証評価を受けた大学は学校教育法に規

定された認証評価を受けたものとされることとなった。 
 
３ 県立保健大学における最初の認証評価について 

(１) 認証評価期間 
   平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日の５年間 
  （財団法人大学基準協会から平成１７年３月２２日付けで承認） 

 
４ 県立保健大学における今後の認証評価予定について 

(１) 認証評価期間 
   平成２２年４月１日から平成２９年３月３１日の７年間の予定 
(２) 評価スケジュール見込 
   平成２１年４月    申請資料提出 
   平成２１年９～１１月 実地調査 
   平成２２年１月    意見申立 
   平成２２年３月    異議申立（必要な場合） 
   平成２２年３月    評価結果の送付（承認） 
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